
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告
　
　
　
示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定�

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
整
備
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定�
（
薬　

務　

課
）　
　

二

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可�
（
農
業
振
興
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除�

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
同
意
成
立�

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

四

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
認
可�

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

四

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可�

（
都
市
計
画
課
）　
　

五

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可�

（　
　

同　
　

）　
　

五

公
　
　
　
告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二

　

件
）�

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

七

公
安
委
員
会

〇
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則�

七

告
　
　
　
示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
七
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六七

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ク
ス　

２
月
号　

　

０
２
０
９
１

－

２

Ｂ
Ｏ
Ｙ
Ｓ
ピ
ア
ス　

１
月
号

　

１
８
１
６
１

－

０
１

プ
チ
ロ
ゼ
ｖ
ｏ
ｌ
．
１
８

　

１
８
３
２
８

－

０
２

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

２
月
号

　

０
１
８
０
５

－

０
２

２
０
１
６
年
業
界
最
初
の
悪
特
盛

　

５
３
４
５
４

－

３
５

グ
グ
っ
て
は
い
け
な
い
禁
断
の
言
葉
２
０
１
６

　

９
７
８

－

４

－

８
６
５
３
７

－

０
４
８

－

５

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

２
月
号

　

０
４
８
７
７

－

２

㈱
ぶ
ん
か
社

サ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
レ
ッ
プ
㈱

㈱
秋
水
社

㈱
鉄
人
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
鉄
人
社

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

二　

指
定
理
由

　

�　

図
書
類
の
内
容
が
一
か
ら
三
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
四
及
び
五
の
図
書
類
に
あ
っ

て
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
六
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
し
、
七
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著

し
く
犯
罪
を
誘
発
し
及
び
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
す
る
た
め
、青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
八
号
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救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
東
北
病

院

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
二

－

二

十
九

－

一

平
成
二
十
八
年
一
月
十

八
日

平
成
三
十
一
年
一
月
十

七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
九
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
四
〇
五

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
あ�

っ
と
名
取

名
取
市
下
増
田
鶴
巻
前

五

－

七

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

社
会
福
祉
法
人

む
そ
う

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
二
一
〇
一
八
一

八
千
代
訪
問
介
護
ス
テ�

ー
シ
ョ
ン

－

石
巻
大
街

道

－

石
巻
市
大
街
道
南
四
丁

目
六

－

二
十

居
宅
介
護

株
式
会
社
智
仁

会

平
成
二
十
七
年

十
月
三
十
一
日

〇
四
一
一
一
〇
〇
一
七
五

森
川
訪
問
介
護
サ
ポ
ー

ト
事
業
所

岩
沼
市
中
央
三
丁
目
七

－

十
六

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

医
療
法
人
社
団

森
川
内
科
医
院

平
成
二
十
七
年

十
二
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
一
般
相
談
支
援

の
種
類　
　
　
　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
三
二
四
〇
〇
三
〇
七

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

Ｔ
・
Ｍ
あ
い

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字

境
一
番
地
二

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

株
式
会
社
ぬ
ま

た
福
祉
総
合
研

究
所

平
成
二
十
七
年

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
二
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１�　

化
学
名　

二

－

（
二
・
五

－

ジ
メ
ト
キ
シ

－

四

－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称

名
２
Ｃ

－

Ｄ
）

　

２�　

化
学
名　

二

－

｛［
ビ
ス
（
四

－

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
｝

－

Ｎ

－

メ
チ
ル
ア
セ
ト

ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
Ｍ
ｏ
ｄ
ａ
ｆ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｚ
）

　

３�　

化
学
名　

一

－

メ
ト
キ
シ

－

三
・
三

－

ジ
メ
チ
ル

－

一

－

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

－

二

－

イ
ル
＝
一

－

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ

シ
ル
メ
チ
ル
）

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
Ｍ
Ｏ

－

Ｃ
Ｈ
Ｍ

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）

二　

指
定
の
理
由

　

�　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
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と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日　

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
三
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
の
四
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
及
び
道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
の
四
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
及
び
道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
山
元
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
侭
ノ
台
四
の
一
、
字
大
平
一
、
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
長
老
五
九
の
一
七
、
五
九
の
一
八
、
字
柏
木
山
六
四
の
一
、
六
四
の
一
七
一

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
七
ケ
宿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
六
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
雄
勝
町
東
部
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め

る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
七
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
八
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
松
岩
漁
港
区
域
内

　
　
　

Ⅰ
区

　
　
　

気
仙
沼
市
字
松
崎
片
浜
一
〇
七
番
地
の
三
及
び
二
四
二
番
地
の
二
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　
　

�　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
、
及
び
①
点
と
⑨
点
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
六

メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

�　

基
点
の
地
点　

気
仙
沼
市
松
崎
片
浜
地
内
に
設
置
し
た
基
点
（
北
緯
三
八
度
五
二
分
三
五
・
七
七
八
七
秒
、
東

経
一
四
一
度
三
五
分
二
〇
・
三
三
二
〇
秒
）
の
地
点

　
　
　

①
の
地
点　

基
点
の
地
点
か
ら　

一
九
四
度
五
九
分
一
三
秒　

一
七
七
・
一
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

一
七
六
度
二
五
分
四
四
秒　

二
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

一
七
九
度
五
九
分
四
八
秒　
　

一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　
　

八
九
度
五
八
分
四
三
秒　

二
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
一
六
度
三
五
分
五
二
秒　

二
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　

一
四
九
度
三
五
分
〇
九
秒　
　

三
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

一
五
九
度
三
一
分
四
〇
秒　
　

五
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　
　

六
九
度
二
三
分
二
六
秒　

八
三
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

三
三
九
度
二
三
分
〇
四
秒　

六
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

七
、
〇
七
一
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日
付
け　

宮
城
県
（
漁
整
）
指
令
第
七
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

気
仙
沼
市

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

道　

路　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
猪
の
沢
七
一
番
四
地
先

か
ら

同
市
北
上
町
十
三
浜
字
猪
の
沢
七
〇
番
一
地
先
ま

で

前

一
七
・
三
～

�

二
〇
・
九

�

七
四
・
一

後

一
二
・
七
～

�

二
〇
・
〇

�

七
四
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
唐
桑
町
崎
浜
一
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
崎
浜
二
四
番
三
地
先
ま
で

前
Ａ
　

七
・
〇
～

�

九
・
〇

一
一
三
・
七
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

七
・
〇
～

�

七
・
三

八
四
・
四

　

八
・
五
～

�

一
九
・
六

一
七
三
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

気
仙
沼
唐
桑

線

気
仙
沼
市
唐
桑
町
崎
浜
一
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
崎
浜
二
四
番
三
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

一
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

中
央
三
丁
目
一
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

�　

石
巻
市
中
央
三
丁
目
八
番
十
二
、
八
番
十
三
、
八
番
十
五
、
五
十
三
番
二
、
五
十
三
番
十
四
、
五
十
五
番
一
、
五

十
五
番
四
、
六
十
一
番
一
、
六
十
一
番
二
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
二
、
八
十
二
番
一
、
八
十
三
番
一
、
八
十
三
番

二
、
八
十
三
番
三
及
び
百
八
十
二
番

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
日
和
が
丘
一
丁
目
十
五
番
三
十
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

六　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

中
央
三
丁
目
一
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

�　

石
巻
市
中
央
三
丁
目
八
番
十
二
、
八
番
十
三
、
八
番
十
五
、
五
十
三
番
二
、
五
十
三
番
十
四
、
五
十
五
番
一
、
五

十
五
番
四
、
六
十
一
番
一
、
六
十
一
番
二
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
二
、
八
十
二
番
一
、
八
十
三
番
一
、
八
十
三
番

二
、
八
十
三
番
三
及
び
百
八
十
二
番

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
日
和
が
丘
一
丁
目
十
五
番
三
十
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

六　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日公

　
　
　
告
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〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
閖
上
字
新
狐
島
十
六
番
一
の
一
部
、
十
六
番
二

の
一
部

　

名
取
市
箱
塚
一
丁
目
十
二
番
十
三
号
六
号
棟
三
号��

�

橋
浦　

正
志　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
高
屋
字
堂
田
四
二
番
の
一
部
、
五

十
五
番
の
一
部
、
六
十
七
番
の
一
部
、
八
十
二
番
の
一
部
、

九
十
三
番
の
一
部
、
九
十
六
番
二
、
九
十
七
番
二
、
九
十

九
番
の
一
部
、
百
八
番
一
の
一
部
、
百
十
二
番
の
一
部
、

百
二
十
八
番
一
、
百
二
十
八
番
三
、
百
四
十
三
番
一
、
百

五
十
七
番
三
、
百
五
十
九
番
一
、
百
五
十
九
番
三
、
百
七

十
三
番
一
、
百
七
十
四
番
一
、
百
七
十
四
番
二
の
一
部
、

二
百
三
十
一
番
の
一
部
、
二
百
三
十
二
番
一
の
一
部
、
二

百
三
十
三
番
の
一
部
、
二
百
三
十
四
番
の
一
部
、
二
百
三

十
五
番
の
一
部
、
二
百
三
十
六
番
の
一
部
、
二
百
三
十
七

番
一
、
二
百
三
十
八
番
一
、
二
百
三
十
九
番
、
二
百
四
十

番
、
二
百
四
十
一
番
、
同
字
棚
子
七
十
七
番
一
の
一
部
、

八
十
六
番
、
九
十
六
番
、
百
六
番
、
百
十
四
番
二
、
百
十

六
番
一
、
百
二
十
番
一
、
百
二
十
番
二
、
百
二
十
三
番
一
、

百
二
十
三
番
二
、
百
三
十
三
番
一
、
百
三
十
六
番
三
、
百

四
十
番
三
、
百
四
十
三
番
、
百
四
十
五
番
二
、
百
五
十
番

一
、
百
六
十
七
番
、
百
九
十
二
番
一
、
二
百
番
、
二
百
一

番
、
二
百
二
番
、
二
百
三
番
、
二
百
四
番
、
二
百
五
番
、

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

二
百
六
番
、
二
百
七
番
、
二
百
八
番
、
同
字
渋
田
一
番
一
、

三
番
六
、
四
番
二
、
八
番
一
、
十
番
一
、
十
一
番
二
、
二

十
番
一
、
二
十
番
二
、
二
十
三
番
一
、
三
十
番
、
三
十
一

番
一
、
三
十
六
番
二
、
三
十
九
番
一
、
四
十
番
一
、
四
十

七
番
二
、
四
十
八
番
一
、
五
十
八
番
、
六
十
一
番
、
六
十

四
番
一
、
六
十
五
番
三
、
六
十
八
番
一
、
六
十
八
番
二
、

七
十
番
一
、
七
十
二
番
一
、
八
十
五
番
一
、
九
十
五
番
一
、

九
十
九
番
一
、
二
百
三
番
、
二
百
四
番
、
二
百
五
番
、
二

百
六
番
、
二
百
七
番
、
二
百
八
番
、
二
百
九
番
、
二
百
十

番
、
二
百
十
一
番
、
二
百
十
二
番
、
二
百
十
三
番
、
二
百

十
四
番
、
二
百
十
五
番
、
二
百
十
六
番
、
二
百
十
七
番
、

二
百
十
八
番
、
二
百
十
九
番
、
同
町
字
江
下
百
六
十
九
番

二
の
一
部
、
百
七
十
四
番
一
、
百
七
十
五
番
二
、
百
七
十

六
番
三
の
一
部
、
百
七
十
六
番
四
、
百
七
十
八
番
一
、
百

七
十
九
番
一
、
百
七
十
九
番
三
、
百
八
十
一
番
一
、
百
八

十
一
番
三
、
百
八
十
二
番
一
、
百
八
十
二
番
三
、
百
八
十

二
番
四
、
二
百
十
五
番
一
、
二
百
十
六
番
、
二
百
十
七
番
、

二
百
十
八
番
、
二
百
十
九
番
、
二
百
二
十
番
、
二
百
二
十

一
番
、
百
六
十
九
番
二
地
先
の
水
の
一
部
、
百
六
十
九
番

二
地
先
の
道
の
一
部
、
百
七
十
番
二
地
先
の
水
の
一
部
、

百
七
十
五
番
一
地
先
の
水
の
一
部
、
百
七
十
六
番
三
地
先

の
水
の
一
部
、
百
七
十
六
番
三
地
先
の
道
の
一
部

�

（
第
一
工
区
）

�

亘
理
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

放
置
駐
車
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
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三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

㈱
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
三
号

五　

落
札
金
額　

八
千
四
百
七
十
七
万
四
千
六
百
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
接
続
機
器
賃
貸
借　

一

式
二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
㈱
東
北
支
店
長　

仙

台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

落
札
金
額　

一
億
八
千
三
百
三
十
一
万
九
千
二
百
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
日

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
28年
１
月
22日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

　
　
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
60年
宮
城
県
公
安
委
員
会

規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
３
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

日
地
　
　
　
　
域

ど
ん
と
祭
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

仙
台
市
の
区
域

石
巻
川
開
き
祭
り
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

石
巻
市
の
区
域

塩
釜
み
な
と
祭
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

塩
釜
市
の
区
域

仙
台
七
夕
ま
つ
り
（
前
夜
祭
を
含
む
。）
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

仙
台
市
の
区
域

仙
台
・
青
葉
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

仙
台
市
の
区
域

み
ち
の
く
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

仙
台
市
の
区
域

Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｉ
光
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
日
及
び
そ
の
翌
日

仙
台
市
の
区
域

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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